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ＥＴＦの信託約款変更のお知らせ 

 

 

当社は、以下のＥＴＦ（上場投資信託）の信託約款変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 銘柄名（コード） 

ダイワ上場投信－トピックス      （1305） 

ダイワ上場投信－トピックス・コア３０ （1310） 

ダイワ上場投信－日経２２５      （1320） 

ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数 （1610） 

ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数  （1612） 

 

2. 変更内容および変更理由 

信用リスクを適正に管理するため、信用リスク集中回避のための投資制限を追加します。 

 

3. 日程 

2019 年 5 月 9 日まで 金融庁届出 

2019 年 10 月 4 日   変更日 

 

4．変更に関する異議申立手続き 

当該信託約款変更は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定される「変更の内容が重大なもの」

に該当しないため、異議申立手続きは行いません。 

 

 

以上 



信託約款 新旧対照表 
 
ダイワ上場投信－トピックス 
ダイワ上場投信－トピックス・コア３０ 

ダイワ上場投信－日経２２５ 

ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数 

ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数 

変 更 後 現 行 

 

（信用リスク集中回避のための投資制限） 

第27条の2 一般社団法人投資信託協会規則に定

める一の者に対する株式等エクスポージャ

ー、債券等エクスポージャーおよびデリバ

ティブ等エクスポージャーの信託財産の純

資産総額に対する比率は、原則として、そ

れぞれ100分の10、合計で100分の20を超え

ないものとし、当該比率を超えることとな

った場合には、委託者は、一般社団法人投

資信託協会規則に従い当該比率以内となる

よう調整を行なうこととします。 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 


